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▲深江庁舎

▲布津庁舎

▲有家庁舎

▲南有馬庁舎

▲口之津庁舎

▲加津佐庁舎 ▲北有馬庁舎

▲本庁 西有家庁舎

　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
、
深
江
町
、

布
津
町
、
有
家
町
、
西
有
家
町
、
北
有

馬
町
、
南
有
馬
町
、
口
之
津
町
、
加
津

佐
町
の
八
町
が
合
併
し
、
人
口
約
５
万

４
千
人
、
面
積
約
１
７
０
平
方
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
の
南
島
原
市
が
誕
生
い
た
し
ま

し
た
。

　
こ
こ
に
至
る
ま
で
、
住
民
皆
様
を
は

じ
め
、
国
、
県
、
関
係
機
関
の
深
い
ご

理
解
と
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
し

た
こ
と
に
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
の
大
合
併
と
も
称
さ
れ
た
歴
史
的

な
転
換
期
に
、
旧
八
町
で
構
成
さ
れ
た
「
雲

仙
地
域
合
併
協
議
会
」
に
お
い
て
は
、

平
成
十
五
年
九
月
五
日
の
設
置
以
来
、

二
十
四
回
に
亘
る
協
議
会
を
開
催
し
、

数
多
く
の
困
難
な
課
題
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
が
地
域
住
民
の
将
来
に
対
す
る

責
務
を
果
た
す
と
い
う
大
き
な
観
点
か

ら
そ
れ
を
克
服
し
、
南
島
原
市
誕
生
の

実
現
と
い
う
今
日
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。

　
島
原
半
島
の
南
東
に
位
置
す
る
雲
仙

地
域
八
町
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
豊
か
な

地
域
性
を
有
し
な
が
ら
も
、
陽
光
き
ら

め
く
温
暖
な
気
候
や
緑
豊
か
に
広
が
る

大
地
、
長
く
連
な
る
海
岸
線
な
ど
美
し

い
自
然
景
観
や
、
こ
の
地
域
で
栄
え
た

固
有
の
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
な
ど
共
通
す

る
財
産
を
多
く
持
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
時
代
の
変
化
の
波
は
確
実

に
地
方
に
も
押
し
寄
せ
て
き
て
お
り
、

社
会
や
経
済
の
情
勢
が
厳
し
さ
を
増
す

中
で
、
各
地
域
の
個
性
を
融
合
さ
せ
な

が
ら
新
し
い
地
域
の
力
を
構
築
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
新
市
南
島

原
市
の
、
基
本
理
念
で
あ
る
「
南
向
き

に
生
き
よ
う
　
緑
と
ぬ
く
も
り
の
あ
る

感
動
創
造
産
地
　
太
陽
と
自
然
の
恵
み

で
ひ
と
き
わ
輝
く
　
南
島
原
市
」
を
実

現
す
る
た
め
、
互
い
に
知
恵
と
力
を
合

わ
せ
た
大
き
な
連
携
の
中
で
、
理
想
的

な
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
夢
と
誇

り
を
持
て
る
魅
力
溢
れ
る
素
晴
ら
し
い

ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
ま
い
り
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
南
島
原
市
政
が
円

滑
に
運
営
で
き
ま
す
よ
う
微
力
な
が
ら

市
長
職
務
執
行
者
と
し
て
の
期
間
、
全

力
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

皆
様
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
申

し
上
げ
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　
南
島
原
市
長
職
務
執
行
者

　
　
　
　
　
　
　
　
元
　
山
　
芳
　
晴
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南島原市老人クラブ連合会（会員数10，238名）
初代会長

隈部　重信さん

　　　　　　　　　　『南島原市老人クラブ連合会として新
　　　　　　　　　たに発足し、現在県下で最も注目されて
　　　　　　　　　いる団体です。地域の老人福祉は相互支
　　　　　　　　　援であり、身近なものへの手助けが重要
　　　　　　　　　です。そのことに対し、私たちのなすべ
き役割はますます大きなものになるでしょう。今後は行政の
ご理解を得ながら、前向きで発展的な団体を目指していきます。』

深江町

草野　由紀さん

口之津町

田中　克彦さん

　二人の子供のお母さん。
　『家族みんなで遊べる場所がたくさん
　できればいいです。

有家町

前田　由利子さん

英吉くん　明日夏ちゃん

　現在３人目の子供を妊娠中（生
まれてくるのが楽しみです！）
『子供を産みやすく、育てやす
いまちづくりを期待しています』

　『元気が一番！』がモットーの田中先生。
　『子供からお年寄りまで心豊かに暮らせ
て、自慢できるような南島原市なるよう
祈っています。』
　『そのなかで、私としては子供たちが
健やかな成長をとげるような手助けができるように一生懸命
がんばります！』

布津町

　　　　　　　　　　布津桜まつり実行委員長をつとめる。
　　　　　　　　　『まつりなどを通して、自然と市民のふれ
　　　　　　　　　あいの場が多い明るい市になればいいなぁ。』
　　　　　　　　　現在花嫁募集中・・・♥

南有馬町

内山　哲利さん

　　　　　　　　　　原城一揆まつり実行委員長をつとめる。
　　　　　　　　　『「南向きに生きよう！」という言葉を
　　　　　　　　　胸にきざみ、南島原市の市民として、あ
　　　　　　　　　かるく楽しいまちづくりをめざしていき
　　　　　　　　　ます。』という力強い言葉が頼もしい！

島　　兼一さん
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３
月
11
日
㈯
、
ふ
る
さ
と
伝
承
館
多
目

的
ホ
ー
ル
で
深
江
町
閉
町
式
典
が
開
か
れ

ま
し
た
。
本
田
町
長
の
式
辞
、
川
田
議
会

議
長
の
挨
拶
、
町
功
労
者
等
の
表
彰
が
あ

り
、
続
い
て
上
田
大
翔
さ
ん
（
深
江
小
）
、

石
橋
基
大
さ
ん
（
小
林
小
）
、
田
島
沙
弥

さ
ん
（
大
野
木
場
小
）
が
深
江
町
へ
の
思

い
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
増
田
慎

さ
ん
（
深
江
中
）
と
薄
田
佳
那
子
さ
ん
（
同
）

が
町
旗
を
降
納
、
町
長
に
手
渡
し
、
岸
本

助
役
の
閉
町
宣
言
に
よ
っ
て
深
江
町
の
歴

史
に
幕
が
下
ろ
さ
れ
ま
し
た
。

　
３
月
12
日
㈰
、
世
紀
の
泉
で
布
津
町
閉

町
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
隈
部
助
役
の
開

式
の
こ
と
ば
で
式
典
が
始
ま
り
、
伊
藤
町

長
の
式
辞
、
隈
部
町
議
会
議
長
の
挨
拶
の

後
、
町
功
労
者
へ
の
表
彰
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
続
い
て
、
布
津
・
飯
野
両
小
学
校
の

児
童
と
布
津
中
学
校
の
生
徒
に
よ
る
意
見

発
表
が
行
わ
れ
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
経

て
、
最
後
に
布
津
中
学
校
の
生
徒
に
よ
り

降
納
さ
れ
た
町
旗
が
町
長
に
手
渡
さ
れ
、

田
浦
副
議
長
の
発
声
に
よ
る
万
歳
三
唱
で

式
典
の
幕
が
閉
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　
３
月
11
日
㈯
、
有
家
町
民
セ
ン
タ
ー
で

有
家
町
閉
町
式
典
が
開
催
さ
れ
、
80
年
に

わ
た
る
町
の
歩
み
を
振
り
返
り
ま
し
た
。

藤
原
町
長
の
式
辞
に
続
い
て
、
町
の
発
展

に
功
労
さ
れ
た
16
人
に
表
彰
状
が
贈
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
永
田
絢
子
さ
ん
（
有

家
中
学
校
）
と
鬼
塚
り
か
さ
ん
（
同
）
が

有
家
町
へ
の
思
い
を
そ
れ
ぞ
れ
発
表
し
、

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
経
て
、
最
後
に
町
内

各
小
学
校
の
児
童
代
表
が
町
旗
の
降
納
を

行
い
、
藤
原
町
長
に
手
渡
し
、
有
家
町
の

歴
史
に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

　
３
月
12
日
㈰
、
西
有
家
総
合
学
習
セ
ン

タ
ー
で
西
有
家
町
閉
町
式
典
が
行
わ
れ
、

本
村
助
役
の
開
式
の
辞
で
開
始
さ
れ
ま
し

た
。

　
佐
藤
町
長
、
本
多
議
会
議
長
の
式
辞
、

町
功
労
者
の
表
彰
に
続
き
、
林
田
綾
さ
ん

（
西
有
家
小
）
と
本
村
優
妃
さ
ん
（
西
有

家
中
）
に
よ
る
意
見
発
表
等
を
経
て
、
町

旗
が
内
田
翔
太
郎
さ
ん
（
西
有
家
中
学
校
）

相
川
知
美
さ
ん
（
同
）
に
よ
り
降
納
さ
れ

町
長
に
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。
万
歳
三
唱
後
、

林
田
収
入
役
の
閉
式
の
辞
に
よ
り
西
有
家

町
の
歴
史
に
幕
が
下
ろ
さ
れ
ま
し
た
。

　
北
有
馬
町
閉
町
式
典
が
３
月
30
日
㈭
、

北
有
馬
ピ
ロ
テ
ィ
ー
文
化
セ
ン
タ
ー
で
開

か
れ
ま
し
た
。
北
有
馬
町
助
役
、
町
議
会

議
長
の
式
辞
の
後
、
北
有
馬
中
学
校
の
生

徒
が
町
旗
を
降
納
し
、
北
有
馬
町
の
歴
史

に
幕
が
下
り
ま
し
た
。
閉
町
式
後
に
は
記

念
事
業
と
し
て
住
民
代
表
や
有
馬
小
学
校

児
童
に
よ
り
、
有
馬
川
に
稚
鮎
一
万
匹
と

幼
鰻
二
百
匹
が
放
流
さ
れ
ま
し
た
。
放
流

時
に
は
４
セ
ン
チ
程
の
稚
鮎
で
し
た
が
、

南
島
原
市
誕
生
後
の
６
月
末
に
は
15
セ
ン

チ
ほ
ど
に
成
長
し
た
姿
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
３
月
11
日
㈯
、
原
城
文
化
セ
ン
タ
ー
で

南
有
馬
町
閉
町
式
典
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

松
尾
町
長
の
式
辞
に
続
き
、
小
中
学
生
に

よ
る
閉
町
記
念
作
文
の
朗
読
が
行
わ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
が
南
有
馬
町
に
対
す
る
思
い
を

発
表
し
ま
し
た
。
続
い
て
町
民
憲
章
の
朗

読
、
合
唱
団
に
よ
る
「
ふ
る
さ
と
」
の
合

唱
が
あ
り
、
式
典
の
最
後
に
、
馬
場
勇
志

さ
ん
（
南
有
馬
中
学
校
）
と
小
田
美
紗
希

さ
ん
（
同
）
が
町
旗
を
降
納
し
、
松
尾
町

長
に
手
渡
す
と
会
場
は
大
き
な
拍
手
で
包

ま
れ
、
式
典
は
終
了
し
ま
し
た
。

　
３
月
11
日
㈯
、
町
民
体
育
館
で
口
之
津

町
閉
町
式
典
が
開
催
さ
れ
、
関
係
者
約
３

５
０
人
が
参
列
、
77
年
余
に
及
ん
だ
町
の

歩
み
を
振
り
返
り
、
発
足
す
る
『
南
島
原

市
』
の
発
展
を
願
い
ま
し
た
。
参
加
者
全

員
の
国
歌
斉
唱
に
よ
り
始
ま
っ
た
式
典
で

は
、
三
原
町
長
の
式
辞
の
後
、
町
功
労
者

へ
の
表
彰
状
と
寄
付
を
い
た
だ
い
た
方
へ

の
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
ア
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
を
経
て
、
式
典
の
最
後
に
町
職
員

が
町
旗
を
降
納
し
、
町
長
に
手
渡
し
、
口

之
津
町
の
歴
史
を
締
め
く
く
り
ま
し
た
。

　
３
月
12
日
㈰
、
加
津
佐
町
閉
町
式
典
が

青
年
婦
人
会
館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
式

典
で
は
、
長
年
に
わ
た
り
教
育
文
化
や
交

通
安
全
な
ど
、
様
々
な
分
野
で
功
績
が
あ

っ
た
19
人
の
方
に
表
彰
状
が
贈
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
加
津
佐
町
内
の
４
小
学
校
の

児
童
４
人
が
「
明
日
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
意
見
発
表
を
行
い
ま

し
た
。
式
典
の
最
後
に
は
、
加
津
佐
中
学

校
の
生
徒
２
名
が
、
町
旗
を
降
納
し
、
元

山
町
長
に
手
渡
し
、
加
津
佐
町
の
78
年
の

歴
史
に
幕
を
下
ろ
し
ま
し
た
。

西有家町・有  家  町・布  津  町・深  江  町加津佐町・口之津町・南有馬町・北有馬町 旧 八 町 閉 町 式

思
い
出
は
い
つ
ま
で
も
…
。

長

い

間

あ

り

が

と

う

。
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※教育委員会西有家事務所の所在地は、変更されていません。
　西有家総合学習センターカムスとなります。

※教育委員会深江事務所の所在地は、変更されていません。
　深江公民館となります。
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※教育委員会布津事務所の所在地は、変更されていません。布津公民館となります。
　別館は、１階が倉庫、２階が会議室となります。

※教育委員会有家事務所の所在地は、変更されていません。
　ありえコレジヨホールとなります。
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※教育委員会北有馬事務所の所在地は、変更されていません。
　ピロティー文化センターとなります。
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※教育委員会口之津事務所の所在地は、変更されていません。
　口之津公民館となります。

※教育委員会加津佐事務所の所在地は、
　変更されていません。
　加津佐公民館となります。
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あなたが決める
南島原市の顔！
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 みんなで投票、
 みんなで参加、

　あなたの一票を大切に。

■投票日・投票時間

　５月14日㈰は南島原市長選挙及び同議会議員一般

選挙の投票日です。

　今回の選挙の投票時間は午前７時から午後６時まで

です。２時間繰り上げてありますのでご注意ください。

■投票所

　投票場所は従来からの場所と変更ありませんが、名

称が変わりましたのでご注意ください。

［深江町第１投票所は南島原市第１投票所］

（深江ふるさと伝承館）

［加津佐町第６投票所は南島原市第41投票所］

（加津佐町商工会館）

となります。

          

■期日前投票・不在者投票

　投票は、投票日に投票所で行うのが原則ですが、次

のような理由で都合の悪い方は、投票日の前に期日前

投票・不在者投票をすることができます。

●理　由

　①お仕事の予定のある方や冠婚葬祭を催す予定のあ

　　る方

　②レジャーや買い物などの私用で、投票日に投票区

　　外に出かける方

　③病気やケガ、妊娠などの理由で歩行が困難な方

●期　間　５月８日㈪～13日㈯

●期日前投票

　毎日、午前８時30分から午後８時まで、住所地の

総合支所（旧役場）選挙管理委員会で受け付けていま

す。（従来の場所に変更はありません。）

●不在者投票

・他の市町村で

　滞在中のほかの市町村でも不在者投票をすることが

　できます。この場合は、南島原市選挙管理委員会に

　投票用紙及び不在者投票用封筒を請求し、送られて

　きた投票用紙などに何も記載せず、そのまま滞在地

　の市町村選挙管理委員会に持参したうえで投票しま

　す。郵送に時間を要しますので、早めに請求しまし

　ょう。

・病院などで

　県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなど

　に入院・入所中の方で一定の要件に該当する場合は、

　施設の管理者に申し出られると、その施設の中で不

　在者投票をすることができます。

・自宅で

　身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている

　方で一定の要件に該当する方、または介護保険の被

　保険者証の要介護区分が要介護５の方は、自宅など

　で投票し郵便でこれを送ることができます。この場

　合、事前に郵便投票証明書の交付を受ける必要があ

　りますので、早めに市選挙管理委員会へお問い合せ

　ください。

■開　票

　従来、各町ごとに開票していましたが、合併に伴い

今回から｢ありえコレジヨホール｣での開票となります。

●期　日　５月14日㈰　午後８時から

施　設　の　名　称

期 日 前 投 票 所 投 票 で き る 人

深 江 総 合 支 所 旧深江町に住んでいる人

布 津 総 合 支 所

有 家 総 合 支 所

西 有 家 住 民 セ ン タ ー

北 有 馬 総 合 支 所

南 有 馬 総 合 支 所

口 之 津 総 合 支 所

加 津 佐 総 合 支 所

期 日 前 投 票 日 時　５月８日㈪～５月13日㈯
　　　　　　　　　　午前８時30分～午後８時まで

深江ふるさと伝承館

瀬野避難所

小林小学校体育館

ふかえ勤労者会館

飯野小学校体育館

布津小学校第二分校

布津公民館

布津小学校第一分校

有家保健センター

蒲河小学校体育館

新切小学校体育館

有家農業構造改善センター

堂崎小学校木場分校

有家堂崎公民館

有家中学校柔剣道場

西有家Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

西有家中学校体育館

西有家公民館長野分館�

長野小学校塔ノ坂分校

慈恩寺小学校体育館

見岳小学校体育館

北有馬ピロティー文化センター日野江

北有馬田平住民センター

北有馬灰木住民センター

北有馬幼稚園

北有馬折木公民館

原城オアシスセンター

吉川小学校

白木野小学校

古園小学校

梅谷小学校

夏吉公民館

投 票 区 名

第 １ 投 票 所

第 ２ 投 票 所

第 ３ 投 票 所

第 ４ 投 票 所

第 ５ 投 票 所

第 ６ 投 票 所

第 ７ 投 票 所

第 ８ 投 票 所

第 ９ 投 票 所

第10投票所

第11投票所

第12投票所

第13投票所

第14投票所

第15投票所

第16投票所

第17投票所

第18投票所

第19投票所

第20投票所

第21投票所

第22投票所

第23投票所

第24投票所

第25投票所

第26投票所

第27投票所

第28投票所

第29投票所

第30投票所

第31投票所

第32投票所

口之津第一体育館第33投票所

口之津第二体育館第34投票所

早崎地区公民館

津波見小学校体育館

野田小学校体育館

宮原名環境改善センター

六反田ふれあいセンター

加津佐東小学校体育館

加津佐町商工会館

※上記投票所での投票時間は午後６時までです。

第35投票所

第36投票所

第37投票所

第38投票所

第39投票所

第40投票所

第41投票所

町 名

深

江

町

布

津

町

有

家

町

西

有

家

町

北

有

馬

町

南

有

馬

町

加

津

佐

町

口
之
津
町

南島原市投票区

投票所のお知らせ

旧布津町に住んでいる人

旧有家町に住んでいる人

旧西有家町に住んでいる人

旧北有馬町に住んでいる人

旧南有馬町に住んでいる人

旧口之津町に住んでいる人

旧加津佐町に住んでいる人

平成17年度　明るい選挙啓発ポスター
　　　　　　コンクール入選作品

優秀賞（小学校の部）優秀賞（小学校の部）

南島原市立西有家小学校

３年　伊 　 美 佳 さん
い ざき よし か
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　合併間もない４月７日㈮、100回目の誕生日を迎

えられた小渕さんのお祝いに元山市長職務執行者が

かけつけ、『これからもお元気で長生きしてくださ

い。』というお祝いの言葉と記念品、花束を贈呈し

ました。

　趣味が三味線だったという小渕さん、80歳を越

えられるまでその腕を振るわれていたそうです。

　現在療養中の小渕さんですが、以前から暴飲暴食

はせず、粗食できびしい健康管理をされていたご様

子で、最近は野菜中心の食生活だそうです。

　平成17年度のコミュニティ（自治宝くじ）助成

事業で北有馬町のふれあい交流広場内の「わんぱく

広場」に遊具２点を設置しました。

　設置したのは恐竜スライダーとウネウネ（回転遊

具）です。これまで設置済みの遊具に加え、新たな

遊具でさらに充実しました。晴れた日の眺望が優れ

た広場は、家族連れの皆さんでにぎわっています。

ぜひご利用ください。

　４月２日㈰市内南有馬町原城跡で「歓皆（かんな）の会」が

主催し『夢 一夜城』の製作が行われました。およそ半日で勇

壮な城が完成し、すこし離れた場所から眺めると立体感あふれ

るすばらしい城が完成し、お祭りムードを盛り上げました。

　前夜祭の８日には慰霊祭が行われ、多くの市民による追悼行

列の後、天草四郎像前に参集し、島原の乱で失われた多くの御

霊に祈りをささげました。

　９日には、原城合戦行列や郷土芸能など、イベントが盛りだ

くさんで、会場はたくさんの来場者で賑わいました。祭りの実

行委員ひとりひとりから『南島原市として初のお祭りで、今後

は全市的なものとして、もっと祭りを盛り上げていきたい。』

との意気込みがひしひしと伝わってくるイベントになりました。
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　身体などに障害がある人のために使用する軽自動

車等で、一定の要件を満たす場合、申請により軽自

動車税が減免されます。

●申請期限　５月２４日（水）

●お問い合わせ

　税務課 または各総合支所（住民センター）の市

民課税務班までお尋ねください。

　前納報奨金につきましては、合併協議会にお

いて平成18年度から廃止する決定がされました。

　前納報奨金とは、固定資産税や市民税を前納

（例：第1期の納期限内に第2期以降分の税を

一括して納付）された場合に報奨金を交付する

制度のことです。

※各種市税につきましては現行どおり一括納付

　できます。

※納期限は、毎月の15日から月末日までとなっておりますが、月末が土曜日、日曜日及び祝日に当たる

　ときは、その翌日となります。

次の日時には、お近くの県税事務所・地
方局税務課で時間外の納付ができます。

普通自動車など
（上記軽自動車税以外）

国民健康保険税

軽 自 動 車 税

固 定 資 産 税

市  県  民  税

４月 ５月

１期

全期

６月

１期

７月

１期

８月

２期

２期

９月

２期

10月

３期

３期

振　替　月　及　び　納　期

11月

３期

12月

４期

４期

１月

４期

５期 ６期

２月 ３月
納  付  税  目

深 江 総 合 支 所

布 津 総 合 支 所

有 家 総 合 支 所

西有家住民センター

050-3381-5121 050-3381-5161

050-3381-5131

050-3381-5141

050-3381-5151

050-3381-5171

050-3381-5181

050-3381-5191

北 有 馬 総 合 支 所

南 有 馬 総 合 支 所

口 之 津 総 合 支 所

加 津 佐 総 合 支 所

【総合支所市民課】

日　　　　　時 場　　　所

島原県税事務所
☎  0957-63-1582

長崎県税事務所
☎  095-821-4400

諫早県税事務所
☎  0957-22-0508

５月26日（金）

５月29日（月）

５月30日（火）

５月31日（水）

５月28日（日） ９時～17時30分

2 0 時 ま で

前納報奨金制度廃止のお知らせ

南有馬

100歳おめでとうございます

北有馬

コミュニティ助成事業で
遊具を設置

小渕カヲヨさん
明治39年４月７日生まれ

晴れた日は外で元気に遊ぼう！

南有馬 原城一揆まつり新市発足初の
お祭り

▲お祝いの花束にかこまれる小渕さん

▲一揆軍総大将 天草四郎役
　南有馬中生徒会長 馬場勇志さん

▲幕府軍大将 板倉重昌役
　岡野俊作さん

▲わんぱく広場（北有馬町）に遊具お目見え

▲まるで本物!?「夢一夜城」
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　介護保険は、40歳以上のすべての人が保険料を納め、介護が必要に

なった時、必要なサービスを受けられる制度です。島原地域広域市町村

圏組合では、「どのようなサービスがどのくらい必要なのか」「適切な

保険料負担はいくらなのか」を考慮し計画を見直しました。

１．要介護者（要介護認定者）が増えています。

１．　島原地域広域市町村圏組合管内では全国の高齢化率を大きく上回っており、第1号被保険者認定者数は当

１．初の６,362人（平成12年4月）から９,935人（平成18年２月）へと年々増えております。

２．サービスの利用が増えています。

１．　給付月額６億9784万８千円（平成12年４月サービス分）であったものが、現在（平成18年２月）では、

１．11億2218万７千円と介護給付費の支出が増えております。　　　

３．財政安定化基金（借入金）の償還をおこないます。

１．　平成15年度～平成17年度において介護給付費が当初見込みを上回ったため、

１．これを平成18年度からの３年間で、５億7465万６千円を保険料から返還します。

１．基準月額の見直し　　基準月額は、５,380円となりました。

２．保険料段階の見直し

１．　所得の低い人の負担能力をきめ細かく配慮した保険料設定にするため、

１．保険料段階をこれまでの５段階から６段階へ細分化しました。

　  ※年額保険料については、100円未満は切り上げとなります。

※税制改正による影響及び激変緩和措置
　年金課税の見直し（平成16年度）及び高齢者の非課税限度額の廃止（平成17年度税制改正）により、市町
村民税課税となる年金収入額が変化し、これらの影響により、
　（１）「市町村民税非課税」→「課税者」　（２）「市町村民税世帯非課税者」→「市町村民税本人非課税者」
の方について、保険料段階が上昇することになります。
　（１）（２）に該当する方に対して２年間かけて介護保険料を段階的に引き上げる措置を行いますので、毎年率
が変わるのでご注意下さい。

１．保険料を天引き（特別徴収）する年金の対象が遺族年金、障害年金まで拡大されます。

　介護保険制度は平成18年度から新しく変わります。今後ますます制度の安定化をはかり、

健全な運営できるよう、介護保険料はきちんと納めましょう。

所 得 段 階 計 算 方 法

第 １ 段 階 基準額×0.4

基準額×0.65

基準額×0.75

基準額×1.0

基準額×1.25

基準額×1.5

対　　　象　　　者

生活保護を受給している人及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉
年金を受けている人

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額
が80万円以下の人

世帯全員が住民税非課税であって、第２段階以外の人

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の人

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が２００万円未満の人

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が２００万円以上の人

年額保険料

25,900円

42,000円

48,500円

64,600円

80,700円

96,900円

第 ２ 段 階

第 ３ 段 階

第 ４ 段 階

第 ５ 段 階

第 ６ 段 階

春は異動のシーズンです。 「就職」 「退職」 「転勤」 などが多い季節です。�  

これらの節目には国民年金の届け出を忘れないようにしてください。

■お問合せ

　ねんきんダイヤル　（年金被保険者）☎0570-05 -1165　（年金を受給している方）☎0570-07 -1165

　または、お近くの社会保険事務所・年金相談センターでお尋ねください。

　社会保険庁ホームページ　http://www.s ia .go. jp/

　平成18年４月から平成19年３月までの国民年

金保険料は、月280円引き上げされ、月額

13,860円となります。

　国民年金保険料は、平成29年度まで毎年度月

額280円引き上げられ最終的に月額16,900円と

なる予定です。

　これは、年金を支える力と給付のバランスを

とるためのものです。

《参考》

年金は、納付した額の１.7倍以上となります。

　基礎年金額の３分の１（将来は２分の１）は

国庫負担金です。

　今後も保険料の改定が予定されていますが、

国庫負担があることで、若者であっても平均で

は納付した額の１.7倍以上の年金が受け取れる

計算となります。

　20歳以上の学生に対する国民年金保険料につ

いては、本人のみの所得を基準とした「学生納

付特例制度」があります。

　この制度は、本人の所得が一定以下の場合に、

申請し承認を受ければ在学期間中の保険料を後

払いできるというものです。学生納付特例の適

用を受けた期間については、将来、10年前まで

遡って追納することができます。

　追納を行わない場合は、他の免除期間と異なり、

受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年

金の額には反映されません。しかし、障害基礎

年金や遺族基礎年金の受給資格要件に反映され

ます。

　保険料を納めなかったり、学生納付特例届を

出さなかったりすると、在学中の事故や病気に

よって万が一、障害が残ってしまった場合に障

害基礎年金が受けられません。

　手続きは、毎年４月～５月の間に各総合支所

または住民センターの年金窓口で、学生証、印

鑑を持って行ってください。

こ ん な と き

20 歳 に な っ た と き

会 社 を や め た と き

国民年金第１号被保険者資格取得届

国民年金第１号被保険者資格取得届

住所変更届（第１号被保険者の場合）

住所変更届（第３号被保険者の場合）

国民年金第３号被保険者種別変更届

国民年金第３号被保険者種別変更届

市　町　村

市　町　村

市　町　村

配偶者の勤務する事業主

市　町　村

配偶者の勤務する事業主

住所や氏名がかわったとき

会 社 員 で あ る 配 偶 者 に

扶養されなくなったとき

会 社 員 で あ る 配 偶 者 に

扶養されるようになったとき

届　の　内　容 届　出　先

「あなたの未来を支える国民年金」

～毎年の届出と10年以内に追納を～
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お問い合わせは

南島原市役所

☎050-3381-5000

深江総合支所

☎050-3381-5120
布津総合支所

☎050-3381-5130
有家総合支所

☎050-3381-5140
西有家住民センター

☎050-3381-5151
北有馬総合支所

☎050-3381-5160
南有馬総合支所

☎050-3381-5170
口之津総合支所

☎050-3381-5180
加津佐総合支所

☎050-3381-5190

人

平成18年３月末日現在（住基人口）

56 , 0 0 3（－420）

2 6 , 2 9 7（－229）

2 9 , 7 0 6（－191）

1 8 , 8 4 9（＋261）

男 性

女 性

世帯数
（　）前月比

※診療時間　午前９時から午後５時まで
※変更になる場合がございますので、お電話でご確認ください。

86-2200口 之 津 病 院
７日

72-2017泉 川 病 院3～5日

電話番号休日在宅当番医日

口之津町

72-2023明島整形外科医院 布津町

85-2152中 村 医 院
21日

南有馬町

82-1822坂 上 整 形外科 有家町

65-7100北有馬クリニック
28日

北有馬町

82-2051伊 崎 眼 科医院 西有家町87-2028栗 原 医 院
14日

加津佐町

82-0993池田循環器科内科 有家町

深江町

町 名 電話番号休日在宅当番医日 町 名

※ご希望により、お住まいの地区以外でも受けることが

　できます。　その場合は必ず前日までに、健康保健課

　（☎050-3381-5050）または各総合支所・住民センター

　へ連絡してください。

　事　業　名　

　事　業　名　

　事　業　名　

事　業　名 実 　施　 日 時　　　間

時　　　間

時　　　間

時　　　間 場　　　所

場　　　所

場　　　所

場　　　所 備　　　考

備　　　考

備　　　考

備　　　考

原 爆 健 診 口之津保健センター

原城オアシスセンター

有 家 保 健 セ ン タ ー

深江ふるさと伝承館

深江ふるさと伝承館

布 津 保 健 セ ン タ ー

布 津 保 健 セ ン タ ー

深江ふるさと伝承館

布 津 保 健 セ ン タ ー

布 津 保 健 セ ン タ ー

深 江 公 民 館

深 江 公 民 館

布 津 保 健 セ ン タ ー

深江地区

布津地区

平成16年06月生

生後３～６月

生後2～3月・6～7月・10～11月

深江地区40歳以上

深江・布津・有家・西有家地区

生後３～90月

有家（原尾・蒲河・中須川・小川・石田）

有家（山川・尾上・久保・大苑）

有家地区

西有家地区

南有馬地区

北有馬地区

南有馬地区

北有馬地区

北有馬・南有馬・口之津・加津佐地区

生後３～90月

生後３～６月

生後2～3月・6～7月・10～11月

平成15年06月生

平成16年06月生

口之津地区（甲・乙）

口之津地区（丙・丁）

口之津地区

加津佐地区

北有馬・南有馬・口之津・加津佐地区

生後３～６月

生後2～3月・6～7月・10～11月

生後３～90月

生後2～3月・6～7月・10～11月

平成15年06月生

生後３～６月

生後３～90月

深江・布津・有家・西有家地区

平成16年11月生

深江地区40歳以上

深江地区40歳以上

有 家 保 健 セ ン タ ー

西有家保健センター

西有家保健センター

有 家 保 健 セ ン タ ー

有 家 保 健 セ ン タ ー

有 家 保 健 セ ン タ ー

布 津 保 健 セ ン タ ー

有 家 保 健 セ ン タ ー

北有馬保健センター

原城オアシスセンター

原城オアシスセンター

原城オアシスセンター

北有馬保健センター

北有馬保健センター

北有馬保健センター

北有馬保健センター

原城オアシスセンター

原城オアシスセンター

加津佐保健センター

口之津保健センター

口之津保健センター

口之津保健センター

口之津保健センター

２ 歳 児 歯 科 健 診

３ 歳 児 健 診

乳 児 相 談

予 防 接 種（ Ｂ Ｃ Ｇ ）

予 防 接 種（ ポ リ オ ）

両 親 学 級

健 康 相 談

原 爆 健 診

１ 歳 ６ ヶ 月 児 健 診

両 親 学 級

予 防 接 種（ ポ リ オ ）

予 防 接 種（ Ｂ Ｃ Ｇ ）

３ 歳 児 健 診

乳 児 相 談

健 康 相 談

原 爆 健 診

基本健診・胸部検診

胃 が ん 検 診

予 防 接 種（ ポ リ オ ）

両 親 学 級

基本健診・胸部検診

乳 児 相 談

予 防 接 種（ Ｂ Ｃ Ｇ ）

２ 歳 児 歯 科 健 診

健 康 相 談
５月01日（月） 09：00～12：00

09：00～12：00

13：00～15：30

13：30～13：50

10：00～14：30

13：00～15：00

19：30～21：30

13：30～13：50

08：30～11：30

13：00～15：00

10：00～11：00

13：00～14：00

09：00～12：00

09：00～12：00

10：00～14：30

13：00～15：30

13：30～13：50

13：30～13：50

19：30～21：30

13：00～15：30

10：00～11：00

13：30～14：00

09：00～12：00

09：00～12：00

19：30～21：30

13：30～13：50

13：30～13：50

10：00～11：00

13：00～14：00

09：00～12：00

09：00～12：00

19：30～21：30

13：30～13：50

10：00～14：30

13：30～13：50

10：00～14：30

13：00～15：30

13：00～15：30

実 　施　 日

実 　施　 日

実 　施　 日

５月09日（火）

５月10日（水）

５月24日（水）

５月15日（月）

５月17日（水）

５月19日（金）

５月24日（水）

５月26日（金）

５月31日（水）

５月01日（月）

５月01日（月）

５月01日（月）

５月22日（月）

５月10日（水）

５月11日（木）

５月16日（火）

５月17日（水）

５月24日（水）

５月25日（木）

５月08日（月）

５月10日（水）

５月24日（水）

５月10日（水）

５月23日（水）

５月25日（木）

５月26日（金）

５月22日（月）

５月10日（水）

５月12日（金）

５月15日（月）

５月26日（金）

５月30日（火）

　５月25日（木）

～５月26日（金）

　５月30日（火）

～５月31日（水）

　６月01日（木）

～６月02日（金）

健 康 相 談

両 親 学 級

予 防 接 種（ Ｂ Ｃ Ｇ ）

乳 児 相 談

予 防 接 種（ ポ リ オ ）

〈深江・布津地区〉 ○お問い合わせ先 （深江地区：市民課 福祉保健班  ☎050-3381-5121）（布津地区：市民課 福祉保健班  ☎050-3381-5131）

〈有家・西有家地区〉 ○お問い合わせ先 （有家地区：市民課 福祉保健班  ☎050-3381-5141）（西有家地区：市民課 福祉保健班  ☎050-3381-5151）

〈北有馬・南有馬地区〉 ○お問い合わせ先 （北有馬地区：市民課 福祉保健班  ☎050-3381-5161）（南有馬地区：市民課 福祉保健班  ☎050-3381-5171）

〈口之津・加津佐地区〉 ○お問い合わせ先 （口之津地区：市民課 福祉保健班  ☎050-3381-5181）（加津佐地区：市民課 福祉保健班  ☎050-3381-5191）

　８町合併に伴い島原地域広域市町村圏組合消防本部の
機構改革が行われ、４月１日から南分署が昇格し南島原消防署となりました。
　これに伴い、南島原消防署の管轄区域は南島原全域となります。
　組織機構は、本署以外に三分署があり、担当区域などは変更ありません。

【お問い合わせ】　島原地域広域市町村圏組合消防本部　
　　　　　　　　島原市高島二丁目7215番地1　☎0957（62）7711

本　　署 有家町山川140番地1 82-2479 有 家 町・西有家町
名　　称 設　置　場　所 電話番号 担　当　区　域

深 江 町・布 津 町
北有馬町・南有馬町
口之津町・加津佐町

72-2383
85-2399
86-2098

布津町丙2812番地
南有馬町戊447番地1
口之津町丙2093番地

布津分署
有馬分署
口之津分署

南
島
原
署

募
　
　
　
　
集

募
　
　
　
　
集

お 

知 

ら 

せ

お 

知 

ら 

せ

南島原消防署発足のお知らせ南島原消防署発足のお知らせ南島原消防署発足のお知らせ

5 月の休日在宅当番医5 月の休日在宅当番医
保健事業のご案内保健事業のご案内保健事業のご案内 5月5月
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南島原市
ホームページ開設
南島原市

ホームページ開設

メーデー 八十八夜 憲法記念日 国民の休日 こどもの日・端午 立夏

●期日前投票

●不在者投票 ●年金相談
　（口之津公民館）
　10：00～15：00

●年金相談
　（北有馬老人センター）
　10：00～15：00

●市長・議員選挙

　投票日

母の日

小満

●年金相談

　（ありえコレジヨ
　ホール）

　10：00～15：00

●交通事故巡回相

　談（島原市役所）

　10：00～16：00

旧端午

　平成18年３月31日、南島原市が誕生いたし

ました。前日までの強風と悪天候に心配しきり

でしたが、当日は快晴に恵まれ、風もなく穏や

かで陽光は暖かく、まさに「南向き」。南島原

市役所開庁式も無事執り行われ、それまでの慌

ただしい日々を思い起こし本当に『ほっ』とし

たのでした・・・が、慌ただしいのは相変わら

ず。初の広報活動はカメラの扱いから悪戦苦闘

中ですが、習うより慣れろの精神で頑張ります！

市内を徘徊している怪しい姿を見かけられたら

声をかけてやってください。　　　　　　   ◯野

　時代のうねりはとても大きく、あっという間

の８町合併。　　

　布津町出身の私は、西有家庁舎へ転勤？とい

う初めての経験。そんなある日、ひとりの職員

から『スクープ！スクープ！』と声をかけられ、

なんだろう？と思い後をついていくと、庁舎横

の階段とコンクリート地面のあいだに小さくて

かわいらしい花が・・・。

　広報担当として、大輪の花もひっそりと咲く

花も見逃すまいと決心。この南島原市が、あた

たかい場所であり、色とりどりの花が咲くよう

願い『南向きに生きよう！』　　　　　　  ◯隈

平成18年３月31日、南島原市ホー

ムページを開設しました。市からの

お知らせやイベント情報、観光情報

など様々な情報を随時掲載していき

ますので、どうぞご覧ください。

　今後内容をどんどん充実させる予

定です。皆さんぜひアクセスしてく

ださい。

●市長・議員選挙

　告示日

自分たちの市は自分たちの手で

清潔で明るい街づくりと環境美化に努めましょう!!
市民皆様のご協力をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　（市民生活部 環境課）

●年金相談の予約・お問い合わせは各総合支所または住民センターでお尋ねください。

●戸ノ隅滝まつり


